
千葉市監査委員告示第１０号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査、

行政監査及び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉

市長から通知がありましたので、公表します。 

 

    平成３０年１０月３１日 

 

千葉市監査委員 清 水 謙 司 

同       宮 原 清 貴 

同       中 島 賢 治 

同       山 本 直 史 



３０千総総第６６１号 

平成３０年１０月２６日 

 

 千葉市監査委員 清 水  謙 司 

 同       宮 原 清 貴 

 同       中 島 賢 治 

 同       山 本 直 史 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２７年度監査報告第１０号、平成２８年度監査報告第１１号、平成２９年度監査報

告第８号及び第１０号により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により別紙のとおり通知し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 



 

 

 

報告書番号 ２９監査報告第８号 

監査の種類 事務事業定期監査（行政監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）ア 補助金交付要綱に補助率及び補助対

象とする具体的経費を明示すべきも

の（経済農政局） 

 「補助金の執行事務の適正化につい

て」（財政部長通知）によると、補助金

交付要綱には、補助金額算出に必要な基

準として、補助対象とする具体的経費、

補助率を明示することとされ、また、補

助金額の算定に当たっては、補助対象と

する経費の項目及び項目毎の金額及び

補助率を明らかにするとともに、交付決

定及び補助金額の確定に係る決裁に明

記することとされている。 

 しかしながら、勤労者福利厚生事業等

補助金については、４事業すべてにおい

て、要綱別表で補助対象経費を、「イベ

ントの開催に要する経費であって市長

が必要と認めたもの」等と規定するのみ

で、補助対象とする具体的経費及び補助

率を明示しておらず、交付決定及び補助

金額の確定に係る決裁にも明記されて

いなかった。 

補助金交付要綱については、通知に基

づき規定を整備し、補助金額の算定を適

正に行われたい。 

 

 

 

勤労者福利厚生事業等補助金につい

ては、要綱を平成３０年４月１日に改正

し、補助対象とする具体的経費及び補助

率を明示するとともに、交付決定及び補

助金額の確定に係る決裁にも明記し、補

助金額の算定を適正に行っている。 

 



 

 

 

（２）イ 補助事業の変更等に係る承認審査及

び概算払の精算を適正に行うべきもの

（経済農政局） 

補助金等交付規則第５条第１項第１号

によると、市長は補助金等の交付の決定

をする場合において、補助金等の交付の

目的を達成するため必要があると認める

ときは、「補助事業等の内容、経費の配分

又は遂行計画の変更をする場合には、市

長の承認を受ける」との条件を附するも

のとされ、農林関係事業補助金交付要綱

第５条第１項第１号に、この条件が附さ

れている。 

    また、千葉市予算会計規則（平成４年

千葉市規則第９７号）第６０条第１項に

よると、概算払を受けた者は、概算払を

受けた経費について、その目的達成後７

日以内に支出金精算書（概算払）又は精

算を証明する書類を作成し、支出命令者

に精算の報告をしなければならないとさ

れている。 

しかしながら、農林関係事業補助金（有

害鳥獣対策事業）において、概算払で交

付した補助金（以下「当初補助金」とい

う。）について補助事業等の内容の変更に

より不足額が生じたが、市長の変更承認

を受けることなく、不足額について新た

に補助金交付申請書を提出させ補助金を

交付していた。また、当初補助金につい

て、支出命令者に精算の報告をしていな

かった。 

補助事業の変更等に係る承認審査及び

概算払の精算は、規則等に基づき適正に

行われたい。 

 

 

 

概算払で支出した補助金等については、平

成３０年度から、補助事業等管理表を作成

し、チェック体制を整え、規則等に基づき適

正に行っている。 

 



 

 

 

（３）ア 補助対象事業費に係る書類の審査 

を適正に行うべきもの 

（経済農政局） 

補助金等交付規則第１３条による 

と、市長は、補助事業等の完了の報告を

受けた場合においては、報告書等の書類

の審査及び必要に応じて行う現地調査等

により、その報告に係る補助事業等の成

果が補助金等の交付の決定の内容及びこ

れに附した条件に適合するものであるか

どうかを調査し、適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金等の額を確定し、

当該補助事業者等に通知するとされてい

る。また、「補助金の執行事務の適正化に

ついて」（財政部長通知）によると、実績

報告書には、補助事業等の効果、全体事

業費、補助対象事業費等の実績を証する

書類等の添付を求めることとされてい

る。 

しかしながら、外国人観光客受入環境 

整備等支援補助金については、補助対象

事業費に係る領収書が添付されているも

のの、支出額の内訳が不明であるものや、

領収書の記載項目が収支予算書及び収支

決算書の記載項目と異なるものが見受け

られた。 

補助対象事業費に係る書類の審査につ

いては、規則等に基づき適正に行われた

い。 

 

  

 

補助対象事業費に係る書類の審査に

ついては、当該補助金の補助対象事業者

向け手引書の記載を平成３０年１月に

改訂し、適切な書類の添付について、周

知を図った。 

 また、添付書類に関するチェックシー

トを作成し、これを補助金額の確定の際

に用いて交付要件の適合状況を確認す

ることで、審査を適正に行っている。 

 

 

  



 

 

 

報告書番号 ２９監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業監査（行政監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）補助金交付要綱を適正に整備すべきもの 

ア 補助金交付要綱に補助対象とする具

体的経費を明示すべきもの（市民局） 

「補助金の執行事務の適正化について」

（財政部長通知）によると、補助金交付

要綱には、補助金額算出に必要な基準と

して、補助対象とする具体的経費及び補

助率を明示することとされている。 

しかしながら、千葉市防犯協会連合会

運営補助金においては、要綱第２条第１

項で補助対象経費を「市民防犯意識の啓

発・普及に要する経費」等と規定するの

みで、補助対象とする具体的経費を明示

していなかった。 

補助金交付要綱については、通知に基

づき規定を整備し、具体的経費を明示さ

れたい。 

 

 

 

 千葉市防犯協会連合会運営補助金交付

要綱を平成３０年４月１日付けで改正し、

補助対象とする具体的な経費を明示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 補助金の交付条件に係る具体的な基

準を明示すべきもの（市民局） 

補助金等交付規則第５条第１項によ

ると、市長は、補助金等の交付の決定を

する場合において、補助金等の交付の目

的を達成するため必要があると認める

ときは、条件を附するものとされてい

る。また、千葉市防犯協会連合会運営補

助金交付要綱第４条第１号によると、補

助金等交付規則第５条の規定により附

する条件の一つとして、「補助事業の内

容、経費の配分又は遂行計画の変更（市

長が認める軽微な変更を除く。）をする

場合においては、あらかじめ市長の承認

を受けること。」とされている。 

しかしながら、同補助金においては、

市長の承認を受けることなく経費の配

分変更や遂行計画の変更が行われてい

たが、要綱等に「軽微な変更」の基準が

明示されていなかった。 

補助金の交付条件については、補助事

業者がその内容を把握できるよう具体

的な基準を明示されたい。 

 

 

千葉市防犯協会連合会運営補助金交付

要綱を平成３０年４月１日付けで改正し、

変更承認を必要とする基準を明示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（２）交付決定に係る審査を確実に行うべき

もの 

ア 補助金の効果を具体的に確認し、交付

決定の審査をすべきもの（市民局） 

補助金等交付規則第３条第２項第３

号によると、補助金等交付申請書には、

補助事業等の効果を記載した書類を添

付しなければならないとされている。ま

た、「補助金の執行事務の適正化につい

て」（財政部長通知）によると、「補助

事業等の効果」に係る書類については、

省略することなく、交付決定前に補助金

の効果を具体的に確認し、審査できるよ

うな具体的な数値化を求めることとさ

れている。 

しかしながら、千葉市防犯協会連合会

運営補助金及び公益財団法人千葉市ス

ポーツ振興財団運営補助金においては、

補助金交付申請書に添付された事業計

画書について、具体的な効果が確認でき

ない事例が見受けられた。 

交付決定の審査については、通知に 

基づき補助金の効果を具体的に確認さ

れたい。 

 

 

 

 

 千葉市防犯協会連合会運営補助金及び

公益財団法人千葉市スポーツ振興財団運

営補助金に係る平成３０年度交付決定の

審査にあたっては、補助金の効果につい

て、数値化したデータが記載された事業計

画により、具体的に確認している。 

 

 


